
掲示用

新潟県救急搬送・受入協議会

実施基準の対象となる傷病者の状況等 （分類基準）

医療機関は、救急隊から実施基準（受入実施基準）に該当す
る事案の受入照会があった場合、受入れへ最大限の努力が求
められています。

実施基準（受入実施基準）に該当！！

最大限！受入れ努力

〇〇病院が対象とする傷病者

重篤 脳卒中
心筋梗塞疑い 重症・中等症外傷疑い
重症度・緊急度の高い妊産婦
重症度・緊急度の高い小児

医療機関リストを基に、貴院の受け入れる傷病者を記載してください。

重症傷病者を迅速に医療機関に搬送するためご協力をお願いします！

R８.２ver.

実施基準該当例で
・照会３回でも未決定
・病院選定に30分以上

救命センターへの一時受入れ要請

①重篤

②脳卒中疑い

③心筋梗塞疑い

④重症・中等症 外傷疑い

緊急性が高い

⑤重症度・緊急度の高い妊産婦

⑥重症度・緊急度の高い小児

専門性が高い

出動 観察

当院が受け入れる傷病者に該当

「実施基準（受入実施基準）」の
心筋梗塞疑いに該当する傷病者
です！
５０歳男性、３０分位前から
胸部絞扼感が出現し、現在も持続
冷や汗をかいています。心電図
は・・収容をお願いします。

「実施基準（受入実施基準）」の
脳卒中t-PA適応あり疑いに
該当する傷病者です！
６０歳男性、右半身の不全麻痺と
構音障害を認めます。発症は30分
前で一緒にいた家族が気付きまし
た。意識レベルは・・心電図は・・
収容をお願いします。

受入確保基準

救急隊は、実施基準受入れ医療
機関リストから照会を開始します！

確保基準に該当します！

二次病院の最大限の受入れ協力が必要です！！

近年、救命センターへの受入れ困難事例が発生！

実施基準（受入実施基準）の対象となる傷病者 【分類基準】


